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雇用を増やした企業に対する

税制優遇措置

◆８月１日より受付開始

税制改正法案が成立し、「雇用促進税制」

が創設されました。この「雇用促進税制」は、

雇用を増やすなど一定の条件を満たした企業

に対する税制優遇措置であり、８月１日から

ハローワークでの受付が開始されています。

なお、平成２３年４月１日から８月３１日

までの間に事業年度を開始する事業主は、１

０月３１日までに届出を行えばよいこととな

っています。

◆従業員の増加１人あたり 20 万円の控除

「雇用促進税制」は、ハローワークに「雇

用促進計画」を提出し、平成２３年４月１日

から平成２６年３月３１日までの期間内に始

まるいずれかの事業年度において、１年間で

10％以上かつ５人以上（中小企業は２人以上）

従業員を増やすなどの要件を満たした事業主

に対する税制優遇制度であり、従業員の増加

１人あたり 20 万円の法人税の税額控除を受

けることができます。

なお、上記以外の要件は、次の通りです。

・青色申告書を提出する事業主であること

・適用年度とその前事業年度に事業主都合に

よる離職者がいないこと

・適用年度における給与等の支給額が比較給

与等支給額以上であること

・風俗営業等を営む事業主ではないこと

◆手続きの仕方

まず、事業年度開始後２カ月以内に、目標

の雇用増加数などを記載した「雇用促進計画」

を作成し、ハローワークに提出します。

次に、事業年度終了後２カ月以内（個人事

業主については３月 15 日まで）に、ハローワ

ークで雇用促進計画の達成状況の確認を求め

られます。

そして、確認を受けた「雇用促進計画」の

写しを確定申告書等に添付して、税務署に申

告を行います。

節電対策を契機に自己学習する人が増加

◆増加する「学び族」

節電対策で勤務時間を繰り上げたり、夏休

みを長くしたりする企業が多い中、空いた時

間を使って自己学習を行う「学び族」が増え

ているそうです。

震災をきっかけとして自分のキャリアを

見つめ直す人も多く、働くことに対する意識

の変化が背景にあるようです。

◆仕事にやりがいを持ちたい！

「勤務時間繰上げ」や「残業禁止」を命じ

られた働く人が、終業後の時間を習い事や自

己研鑚に充てる姿が目に付くようになってい

ます。

習い事の情報誌が、「サマータイム制」な

どを導入した企業で働く男女（約 4,000 人）

に調査したところ、独学も含めて何かを学び

始めた人が 18％に達しています。
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これまでは「目の前の仕事で一杯」と思っ

ていた人も、「仕事にもっとやりがいを持て

るようになりたい」と感じるケースもあるよ

うで、夏休みに短期留学を計画する人もいる

ようです。

◆震災をきっかけに仕事を見直し

コンサルティング会社が全国の 18～65 歳

の会社員（約 1,000 人）に「仕事の目標」を

聞いたところ、「社会に貢献する仕事をした

い」と回答した人の割合が、震災前に比べて

かなり増えたそうです。また、震災前に比べ

て「仕事のやる気が上がった」という人も約

４割に上っています。

専門家は「震災後の支援の様子を見て、特

定のスキルを持つ人の価値を実感した人が多

く、特に若い人の間で知識を磨こうという意

欲が高まっている」と指摘しています。

◆時間を視覚化することが秘訣

空いた時間を有効活用するには、「他人と

の約束だけでなく、自分１人で行う勉強や遊

びの予定も含めて手帳に書き込み、時間を視

覚化すること」が有効だそうです。

時間と自分の行動を結び付けて考える習

慣がつくため、空き時間が明確になり、結果

として勉強の計画も立てやすくなるとのこと

です。

無年金・低年金の発生を防止する

「年金確保支援法」

◆３つの法律の一部改正

８月初めに「年金確保支援法案」が国会で

可決・成立しました。

この法案は、

（１）国民年金法の一部改正

（２）確定拠出年金法の一部改正

（３）厚生年金保険法の一部改正

から成ります。

◆法案の趣旨

この「年金確保支援法案」の趣旨は、次の

通りとされています。

「将来の無年金・低年金の発生を防止し、

国民の高齢期における所得の確保をより一層

支援する観点から、国民年金保険料の納付可

能期間を延長することや、企業型確定拠出年

金において加入資格年齢の引上げや加入者の

掛金拠出を可能とする等の措置を行う」

以下では、（１）～（３）のうち主な内容

について解説します。

◆改正された主な内容

（１）国民年金法の一部改正

国民年金保険料の未納分を過去に遡って

追納することのできる期間が、現行の「２年」

から「10 年」に延長されます。本人の希望に

より保険料を納付することで、その後の年金

受給につなげることができるようにするため

です。期間の延長は３年間の時限措置です。

（２）確定拠出年金法の一部改正

加入資格年齢が、現行の「60 歳」から「65

歳」に引き上げられます。企業の雇用状況に

応じた柔軟な制度運営を可能とするためです。

また、従業員拠出（マッチング拠出）を可

能として所得控除の対象とします。そして、

事業主による従業員に対する継続的投資教育

の実施義務を明文化することにより、老後所

得の確保に向けた従業員の自主努力を支援し

ます。

（３）厚生年金保険法の一部改正

近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営

悪化等に伴い、財政状況が悪化した企業年金

に関して措置が講じられます。

当事務所よりひと言

残暑お見舞い申し上げます。社会保険庁から

日本年金機構になって、年金事務所の調査が

非常に増えてきております。社会保険加入対

象者が未加入になっていないか、加入時期や

届出報酬が適正か等、今一度ご確認ください。

弊所は、中小企業経営者・後継者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


